
キャッシュカード盗難保険規定　新旧対照表
旧 新

第3条　保険金支払の対象期間および限度額

第2条の事由によりお客さまが損害を被った場
合、カード盗難保険の定めるところにより、損害
の全部または一部に対して保険金が支払われま
す。ただし、保険金の支払いは当社が通知を受理
した日の30日前以降、受理した日までの31日間
に行われた不正使用による損害に対して行われ、
1口座当たり50万円を限度とします。
なお、個人のお客さまで、盗難、偽造・変造によ
り損害を被った場合で、当社に通知することがで
きないやむを得ない事情があることを本人が証明
した場合は、30日にその事情が継続している期
間を加えた日数とします。ただし、盗難、偽造・
変造が行われた日（当該盗難、偽造・変造が行わ
れた日が明らかでないときは、当該盗難、偽造・
変造にかかる盗難、偽造・変造カード等を不正使
用され生じた払い戻しが最初に行われた日）か
ら、2年を経過する日後に当社への通知が行われ
た場合には、保険金支払の対象といたしません。
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